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報告第 ９ 号 

 

和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和 ３ 年１１月３０日 提 出 

 

日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

１ 和解の相手方  日出町在住 個人（１人） 

２ 和解の要旨   町は、相手方に損害賠償金１３,６４０円を支払う。 

３ 事 件 の 概 要  令和３年６月１０日午後６時４０分頃、日出町中央公民

館駐車場において、照明の柱に縛り付けていた観光用の

のぼりが、ひもの劣化と強風の影響によって倒れ、相手

方の車両を損傷させる被害を与えた。 

４ 専 決 年 月 日  令和３年８月２４日 

 


